
福祉用具貸出のご案内
社会福祉協議会では、沼田市に住所を有する方を対象に福祉用具の貸出をおこなっています。
以下のことをご留意のうえ、必要な際はぜひご活用ください。

沼田市社会福祉協議会

〇貸出対象者 車イス・電動ベッド

外出や旅行、病気やケガ等により一時的な使用を希望される方

※介護保険認定されている方は、通院など短期間のご利用のみになります。
介護申請中の方は、介護保険が認定されるまでの期間のご利用となります。

高齢者疑似体験セット等・点字器 福祉体験学習、研修等で使用される方

〇貸 出 期 間 車イス・電動ベッド （原則３ヶ月以内）

高齢者疑似体験セット（原則１ヶ月以内）市内の学校の福祉体験学習が優先となります。
〇使 用 料 無料

※電動ベッドについては返却の際にベッドカバーのクリーニングをお願いしております。

〇ご 注 意 福祉用具のほとんどは寄贈されたものですので、大切に扱ってください。

〇手 続 き ご利用の際は、本所、各支所に必ずお電話で在庫の確認をお願いします。
（数に限りがあります。）

社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会
〒378-0053  沼田市東原新町1801–72 沼田市保健福祉センター1階

TEL 0278-25-3267
白沢支所 TEL 53-2722 利根支所 TEL 56-4603
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